
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た

税
の
申
告
、
入
札
な
ど
の
手
続
き
に
は
、

公・

的・

個・

人・

認・

証・

の・

付・

加・

さ・

れ・

た・

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
が
必
要
で
す

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
税

（
国
税
）
の
申
告
を
し
た
り
、
県
の

入
札
に
参
加
し
た
り
す
る
た
め
に

は
、
公
的
個
人
認
証
（
電
子
証
明
書
）

の
付
加
さ
れ
た
住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド
が
必
要
で
す
。

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
と
公
的
個

人
認
証
の
取
得
は
有
料
で
す
。
申
請

に
は
、
自
動
車
運
転
免
許
証
や
パ
ス

ポ
ー
ト
な
ど
、
顔
写
真
の
あ
る
公
的

証
明
書
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
こ
れ

ら
の
証
明
書
を
持
っ
て
い
な
い
人

は
、
郵
便
で
意
志
確
認
を
す
る
た
め
、

取
得
ま
で
に
時
間
が
か
か
り
ま
す
。

な
お
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の

申
請
か
ら
交
付
ま
で
の
窓
口
処
理
に

は
、
約
30
分
か
か
り
ま
す
。
ま
た
、

一
度
に
数
多
く
の
申
請
を
処
理
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
混
雑
時
に

は
、
日
を
改
め
て
受
け
取
り
に
来
て

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

取
得
費
用

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
　
５
０
０
円

公
的
個
人
認
証
付
加
　
　
５
０
０
円

問
い
合
わ
せ
先

市
民
課
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清
掃
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
お
知
ら
せ

年
末
の
ご
み
の
収
集
な
ど
に
つ
い
て

12
月
24
日
の
収
集
に
つ
い
て

12
月
24
日
（月・振）
の
ご
み
の
収
集
は
、

左
の
表
の
と
お
り
、
稲
枝
中
学
校
区
、

河
瀬
・
亀
山
小
学
校
区
に
お
い
て
、

「
び
ん
」
の
み
を
収
集
し
ま
す
。「
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
」
は
収
集
し
ま
せ

ん
の
で
、
ご
み
の
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
な
お
、
こ
れ

ら
の
地
区
の
「
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
」

の
収
集
日
は
、
12
月
29
日

で
す
。

年
末
の
直
接
搬
入
に
つ
い
て

年
末
が
近
づ
く
に
つ
れ
て
、
清
掃

セ
ン
タ
ー
は
、
ご
み
を
直
接
搬
入
す

る
車
で
混
雑
し
ま
す
。
ご
み
を
直
接

搬
入
す
る
場
合
に
は
、
で
き
る
だ
け

お
早
め
に
搬
入
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

清
掃
セ
ン
タ
ー

管
理
課

22

２
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４
番
、
Ｆ

Ａ
Ｘ
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７
７
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７
番

皆さんのご意見をお待ちしています

彦根市水道事業中期経営計画
（中間見直し案）

彦根市の水道事業は、昭和35年に給水を始め、

まもなく50周年を迎えようとしています。浄水場

などの基幹施設のなかには、老朽化しているもの

も多いほか、地震に対する災害対策など、今後、

施設の大規模な更新を行う必要があります。そこ

で、平成17年度に、同22年度までの５年間を対象

とした「彦根市水道事業中期経営計画」を策定し、

経営の健全化に取り組んでいるところです。

計画期間の中間の年にあたる今年度は、この計

画について、社会経済情勢や財政事情、主要事業

の進捗状況に応じた見直しを進めています。

計画の中間見直し案について、水道使用者の皆

さんの意見を募集します。

計画（案）の公開場所 水道部業務課（市役所２階）、

情報公開コーナー（市役所１階）、支所・各出張所

意見が提出できる人　次の３つの条件いずれかに

該当する人　 市と給水契約をし、現在彦根市

水道を使用している人（法人・個人）で、料金の未

納がない人　 市の承認を得ている人または加

入金を納付済みの人で、現在彦根市水道と接続

している給水装置を所有している人（法人・個人）

に該当する事業所・高等学校・大学に

在勤・在学する人

提出期間 12月３日 ～平成20年１月４日

提出方法　 水道部業務課に直接お持ちいただく

か、郵送、ファクス、Ｅメールで提出してくだ

さい。

提出・問い合わせ先 水道部業務課（〒522 8501

元町4 2） 30 6127、FAX24 4054、Eメール：
sui-gyoumu@ma.city.hikone.shiga.jp

２
種
混
合（
ジ
フ
テ
リ
ア
・
破
傷
風
）
２
期
の

集
団
予
防
接
種
に
つ
い
て

今
年
の
夏
休
み
期
間
中
に
、
福
祉

保
健
セ
ン
タ
ー
別
館
に
お
い
て
、
小

学
６
年
生
を
対
象
と
し
て
、
２
種
混

合
（
ジ
フ
テ
リ
ア
・
破
傷
風
）
２
期
予
防

接
種
を
実
施
し
ま
し
た
。
対
象
者
で

ま
だ
接
種
で
き
て
い
な
い
人
は
、
保

護
者
が
同
伴
の
う
え
、
次
の
日
程
で

受
け
て
く
だ
さ
い
。

対
象
者

小
学
６
年
生
で
、乳
幼
児
期

に
三
種
混
合
１
期
の
予
防
接
種
を

３
回
以
上
接
種
し
て
い
て
、
２
種

混
合
（
ジ
フ
テ
リ
ア
・
破
傷
風
）
２
期

の
予
防
接
種
が
済
ん
で
い
な
い
人

日
程

12
月
21
日

午
後
１
時
10

分
〜
同
２
時
10
分

場
所

福
祉
保
健
セ
ン
タ
ー
　
別
館

２
階

持
ち
物

母
子
健
康
手
帳
、
予
診
票

（
予
診
票
が
な
い
人
は
会
場
に
用
意
し
て

あ
り
ま
す
）

※
集
団
接
種
の
最
後
の
機
会
で
す
。

忘
れ
ず
に
接
種
し
て
く
だ
さ
い
。

※
必
ず
保
護
者
が
同
伴
し
て
く
だ
さ

い
。

問
い
合
わ
せ
先

健
康
管
理
課
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８
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６
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
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５

８
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番
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人権擁護委員へ
人権に関する問題で、相談する相手がなく

て困ったという経験はありませんか。

そんなときには、人権擁護委員が相談に応

じます。いじめや体罰、児童虐待などの子ども

の人権問題や、配偶者・パートナーからの暴力

などの女性の人権問題、部落差別をはじめあ

らゆる差別の問題、家庭内、職場内、隣近所で

の問題などについて相談を受け付けています。

市内の人権擁護委員は、次の皆さんです。

人
権
ク
イ
ズ

次
の
○
○
に
あ
て
は
ま
る
漢
字
２
文
字

を
答
え
て
く
だ
さ
い
。

12
月
４
日
か
ら
10
日
は
、
「
○
○
週
間
」

で
す
。
家
庭
で
、
職
場
で
、
学
校
で
、
家

族
と
友
だ
ち
と
み
ん
な
と
人
権
を
考
え
る

１
週
間
で
す
。

応
募
の
方
法

は
が
き
に
答
え
、
郵
便
番

号
、
住
所
、
名
前
、
人
権
に
つ
い
て
の

意
見
を
書
い
て
、
12
月
11
日

（
必
着
）

ま
で
に
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。
正
解
者

の
中
か
ら
抽
選
で
50
人
に
オ
リ
ジ
ナ
ル

マ
グ
カ
ッ
プ
を
贈
り
ま
す
。
当
選
者
の

発
表
は
発
送
に
か
え
ま
す
。

応
募
先

大
津
地
方
法
務
局
・
滋
賀
県
人

権
擁
護
委
員
連
合
会
「
人
権
ク
イ
ズ
」

係
（
〒
５
２
０

８
５
１
６
大
津
市
京
町
三
丁

目
１
１
）

「
人
権
と
は
、
人
間
が
幸
せ
に
生
き
て
い
く

権
利
で
、
す
べ
て
の
人
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
も

っ
て
い
る
基
本
的
な
権
利
で
す
。」（
彦
根
市
人

権
尊
重
都
市
宣
言
か
ら
）

部
落
差
別
、
女
性
差
別
、
外
国
人
差
別
、
障

害
者
差
別
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
差
別
や
偏
見
を
な

く
し
、
み
ん
な
が
明
る
く
暮
ら
せ
る
社
会
を
つ

く
り
た
い
も
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
私
た

ち
一
人
ひ
と
り
が
、
人
権
に
つ
い
て
正
し
く
理

解
し
、
周
り
の
人
の
人
権
を
尊
重
す
る
意
識
を

持
つ
こ
と
が
と
て
も
大
切
で
す
。

「
人
権
週
間
」
を
機
会
に
、
家
庭
や
職
場
、

学
校
、
地
域
で
、
家
族
や
友
達
、
み
ん
な
と
人

権
に
つ
い
て
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。

人
権
週
間
の
強
調
事
項

▽
女
性
の
人
権
を
守
ろ
う

▽
子
ど
も
の
人
権
を
守
ろ
う

▽
高
齢
者
を
大
切
に
す
る
心
を
育
て
よ
う

▽
障
害
の
あ
る
人
の
完
全
参
加
と
平
等
を
実
現

し
よ
う

▽
部
落
差
別
を
な
く
そ
う

▽
ア
イ
ヌ
の
人
々
に
対
す
る
理
解
を
深
め
よ
う

▽
外
国
人
の
人
権
を
尊
重
し
よ
う

▽
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
者
や
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
な
ど
に

対
す
る
偏
見
を
な
く
そ
う

▽
刑
を
終
え
て
出
所
し
た
人
に
対
す
る
偏
見
を

な
く
そ
う

▽
犯
罪
被
害
者
と
そ
の
家
族
の
人
権
に
配
慮
し

よ
う

▽
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
悪
用
し
た
人
権
侵
害
は

止
め
よ
う

▽
同
性
愛
な
ど
性
的
指
向
を
理
由
と
す
る
差
別

を
な
く
そ
う

▽
ホ
ー
ム
レ
ス
に
対
す
る
偏
見
を
な
く
そ
う

▽
心
の
性
と
身
体
の
性
が
一
致
し
な
い
人
（
性

同
一
性
障
害
）
に
対
す
る
差
別
を
な
く
そ
う

▽
北
朝
鮮
当
局
に
よ
る
人
権
侵
害
問
題
に
対
す

る
認
識
を
深
め
よ
う

問
い
合
わ
せ
先

人
権
政
策
課
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